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（総則） 

第１条 独立行政法人自動車事故対策機構（以下「機構」という。）の職員（独立行政法

人自動車事故対策機構就業規則（平成１５年機構規程第４号。以下「規則」という。）

第２条に定める職員（以下「職員」という。））に対する給与については、別に定める

もののほか、この規程の定めるところによる。 

（給与の種類） 

第２条 職員の給与の種類は、次のとおりとする。 

(1)  俸給 

(2)  扶養手当 

(3)  地域手当 

(4)  広域異動手当 

(5)  管理職手当 

(6)  本部業務調整手当 

(7)  住居手当 

(8)  通勤手当 

(9)  単身赴任手当 

(10) 時間外勤務手当 

(11) 管理職員特別勤務手当 

(12) 期末手当 

(13) 勤勉手当 

(14) 寒冷地手当 

（給与の支払） 

第３条 職員の給与は、その全額を通貨で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令

又は規程に基づきその職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払

うべき給与のうちからその金額を控除して支払うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、職員から申出があったときには、その者の預金又は貯金口

座への振込みの方法によって支払うことができる。 

（俸給の決定） 

第４条 職員の受ける俸給は、規則第６条に規定する勤務時間（以下「所定勤務時間」と

いう。）による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づ

き、かつ、その者の職務経歴を考慮して、その者の属する格（独立行政法人自動車事故

対策機構の職員の格に関する規程（平成１５年機構規程第６号）に定める格をいう。以

下同じ。）ごとに別表第１に定める俸給表の級及び号俸により決定する。 

（初任給） 

第５条 職員に採用された者の初任給は、その者の学歴、免許及び職務経歴等に基づき、

他の職員との均衡を考慮して、別に定めるところにより決定する。 

（昇格） 

第６条 職員が別に定める昇格基準を満たし、かつ、勤務成績が良好な場合は、その者の



資格に応じて、１級上位の級に昇格させることができる。 

２ 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、別に定めるところにより決定する。 

（昇給） 

第７条 職員の昇給は、別に定める日に、同日前１年間におけるその者の勤務成績に応じ

て、行うものとする。 

２ 前項の規定により職員（次項に掲げる職員を除く。以下、この項において同じ。）を

昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を

良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を４号俸（その属する級が８級以上であるも

のにあっては、３号俸）とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものと

する。 

３ ５５歳を超える職員の第１項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその

者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸

数は勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。 

４ 職員の昇給は、職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。 

５ 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。 

第８条 （削除） 

（俸給等の支給） 

第９条 俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、管理職手当、本部業務調整手当、住

居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、その月の月額の全額を毎月１６日に、時間外勤

務手当及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月１６日に支給するものとする。

ただし、その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない

日に支給するものとする。 

２ 職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他

これらに準ずる非常の場合の費用にあてるため職員から給与の支給の請求があったとき

には、前項の規定にかかわらず請求のあった日までの給与（前項に規定する給与に限

る。）の全額の範囲内でこれを支給することができる。 

第１０条 新たに職員となった者には、その日から俸給を支給し、昇給等により俸給額に

異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。 

２ 職員が規則第２６条第１項の規定により休職を命ぜられ、若しくは規則第４１条の規

定により停職にされた場合、又は休職若しくは停職の終了により職務に復帰した場合に

おけるその月の俸給は、その休職若しくは停職の発令の日の前日まで又はその休職若し

くは停職の終了の日の翌日以後につき支給する。 

３ 職員が退職し、解雇され、又は死亡した場合には、その日まで俸給を支給する。 

４ 前３項の規定により俸給を支給する場合であって、その月の初日から末日まで支給す

るとき以外の場合の俸給の額は、その月の日数から休日の日数を差し引いた日数を基準

として日割によって計算する。 

５ 前各号の規定は、第１４条及び第１５条の給与の支給について準用する。 

（扶養手当） 

第１１条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。ただし、次項第２号から第５号

までのいずれかに該当する扶養親族（第３項において「扶養親族たる父母等」とい

う。）に係る扶養手当は、別表第１の適用を受ける職員で、その職務の級が９級の職員



（以下「９級の職員」という。）に対しては、支給しない。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養

を受けている者とする。 

(1) 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 

(2) 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

(3) 満６０歳以上の父母及び祖父母 

(4) 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹 

(5) 重度心身障害者 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶養親族（次項において「扶養親族たる

子」という。）については１人につき１３，０００円、扶養親族たる父母等については

１人につき６，５００円（別表第１の適用を受ける職員で、その職務の級が８級の職員

（以下「８級の職員」という。）にあっては、３，５００円）とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日以後の最初の４月１日から満２２歳に達

する日以後の最初の３月３１日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、

前項の規定にかかわらず、５，０００円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗

じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手

当の支給に関し必要な事項は、別に定める。 

第１２条 （削除） 

第１３条 （削除） 

（地域手当） 

第１４条 地域手当は、別表第２に掲げる地域に在勤する職員に対して支給する。 

２ 地域手当の月額は、その職員の俸給、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に別表

第２に定める支給割合を乗じて得た額とする。 

３ 地域手当の支給を受けている職員が、支給割合の低い地域又は支給されない地域に異

動（勤務箇所（本部、主管支所又は支所をいう。以下同じ。）の移転を含む。）した場

合（これらの職員が、当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き６箇月を超え

て在勤していた場合に限る。）には、その職員には第１項の規定にかかわらず、その異

動の日から３年を経過するまでの間（次の各号に掲げる期間において当該各号に定める

割合が異動後の支給割合（別表第２で定める支給割合の変更により異動後の支給割合が

当該異動の後に変更された場合にあっては、当該変更後の異動後の支給割合）以下とな

るときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ）、次の各号に

掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

ただし、その異動の日から３年を経過するまでの間に、さらに異動した場合の地域手当

の支給については、別に定める。 

(1) 当該異動の日から同日以後１年を経過する日までの期間 異動前の支給割合（異

動前の支給割合が当該異動の後に別表第２で定める支給割合の変更により当該異

動の日の前日の異動前の支給割合を超えた場合にあっては、当該異動の日の前日

の異動前の支給割合。次号及び第３号において同じ。） 

(2) 当該異動の日から同日以後２年を経過する日までの期間（前号に掲げる期間を除

く。） 異動前の支給割合に１００分の８０を乗じて得た割合 



(3) 当該異動の日から同日以後３年を経過する日までの期間（前２号に掲げる期間を

除く。） 異動前の支給割合に１００分の６０を乗じて得た割合 

４ 国家公務員等（独立行政法人自動車事故対策機構職員退職手当支給規程（平成１５年

機構規程第７号）第１０条第１項に規定する国家公務員等をいう。以下同じ。）及び別

に定める法人等の職員であった者が、引き続き職員となった場合において、当該職員が

次の各号のいずれにも該当するときは、当該職員に対して前項の規定に準じて地域手当

を支給する。 

(1) 職員となった日（以下この項において「適用日」という。）の前３年以内の期間

（常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限

る。）に国家公務員等に適用される地域手当の支給対象地域において勤務していた

者であること。 

(2) 人事交流等により職員となった者であること。 

(3) 適用日の前日に職員であったものとし、かつ、現に在勤することとなった地域に

適用日に異動したものとした場合に前項に規定する地域手当の支給要件を具備する

こととなる者であること。 

５ 前項各号に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項については、別に

定める。 

（広域異動手当） 

第１５条 職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務

箇所が移転した場合において、当該異動又は移転（以下この条において「異動等」とい

う。）につき、別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離（異動等の日の前日

に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所との間の距離

をいう。以下この項において同じ。）及び住居と勤務箇所との間の距離（異動等の直前

の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この

項において同じ。）がいずれも６０キロメートル以上であるとき（当該住居と勤務箇所

との間の距離が６０キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮

して当該住居と勤務箇所との間の距離が６０キロメートル以上である場合に相当すると

認められる場合として別に定める場合を含む。）は、当該職員には、当該異動等の日か

ら３年を経過する日までの間、俸給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異

動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗

じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に

当該異動等の日の前日に在籍していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他

の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。 

(1) ３００キロメートル以上 １００分の１０ 

(2) ６０キロメートル以上３００キロメートル未満 １００分の５ 

２ 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る

異動等（以下この項において「当初広域異動等」という。）の日から３年を経過する日

までの間の異動等（以下この項において「再異動等」という。）により前項の規定によ

り更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域

異動手当の支給割合が当初広域異動手当に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又

は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当



該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に

係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当

初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広

域異動手当を支給しない。 

３ 国家公務員等及び別に定める法人等の職員であった者が引き続き職員となった場合に

おいて、当該職員が次の各号のいずれにも該当するときは、当該職員に対して前２項の

規定に準じて広域異動手当を支給する。 

(1) 職員となった日（以下この項において「適用日」という。）の前３年以内の期間

（常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限

る。）に前２項に規定する広域異動手当の支給要件を具備していた者であること。 

(2) 人事交流等により職員となった者であること。 

(3) 適用日の前日に職員であったものとし、かつ、現に在勤することとなった勤務箇

所に適用日に異動したものとした場合に第１項に規定する広域異動手当の支給要件

を具備することとなる者であること。 

４ 前３項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第１４条の規定に

よる地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前３項

の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。

この場合において、前３項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給

割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。 

５ 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項については、別

に定める。 

（管理職手当） 

第１６条 管理職手当は、次の各号に掲げる職にある職員に対して、毎月それぞれ当該各

号に定める額を支給する。ただし、職員が規則第１３条の有給休暇、規則第１５条の病

気休暇、出張（内国旅行に限る。）又は業務上の負傷又は疾病に基づく休職以外の事由

により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合は、

その月の管理職手当は支給しない。 

  (1) 審議役、部長及び室長（９級及び８級の室長に限る。） ………  ９４，５００円 

  (2) 主管支所長                   …………………………………… ８８，２００円 

  (3) 室長（７級の室長に限る。）、調査役、本部のマネージャー、副主管支所長 

                     …………………………… ８１，８００円 

  (4) 次長                …………………………… ６０，８００円 

  (5) 支所長            …………………………………… ５４，５００円 

  (6) 主管支所のマネージャー    …………………………………… ４９，８００円 

  (7) 支所のマネージャー      …………………………………… ４４，７００円 

２ 職員の前項の規定による額が、独立行政法人自動車事故対策機構役員報酬規程（平成

１５年機構規程第２号）第４条に規定する役員の最低の本俸月額及びこれに対する特別

調整手当の月額の合計額に１１８分の１００を乗じて得た額と、その者が受ける俸給及

び扶養手当の月額の合計額との差額に相当する額以上の額となる場合には、その者に支

給する管理職手当は、前項にかかわらずその差額未満による別に定める額とする。 

３ 第２０条の規定は、本条第１項各号に掲げる職にある職員には、適用しない。 



（本部業務調整手当） 

第１６条の２ 本部業務調整手当は、次の各号に掲げる職にある職員に対して、毎月それ

ぞれ当該各号に定める額を支給する。 

(1) 本部のアシスタントマネージャー   …………………………… ３８，７００円 

(2) 本部の５級、４級のチーフ           …………………………… ２０，１００円 

(3) 本部の３級のチーフ              …………………………… １７，０００円 

(4) 本部の２級のスタッフ        ……………………………  ８，７００円 

(5) 本部の１級のスタッフ        ……………………………  ６，９００円 

（住居手当） 

第１７条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。 

(1) 自ら居住するための住宅（貸間を含む。次号において同じ。）を借り受け、月額

１６，０００円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払っている職員 

(2) 第１９条第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶

者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同

じ。）が居住するための住宅（第３項各号に規定する住宅を除く。）を借り受け、

月額１６，０００円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上

必要があると認められるものとして別に定めるもの 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額（当

該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額）とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる

額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）に相当す

る額 

イ 月額２７，０００円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から１６，０

００円を控除した額 

ロ 月額２７，０００円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から２７，

０００円を控除した額の２分の１（その控除した額の２分の１が１７，０００円

を超えるときは、１７，０００円）を１１，０００円に加算した額 

(2) 前項第２号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の２分の１に相当す

る額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する職員に対しては、住居手当は支

給しない。 

(1) 国、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第４項に規定する

行政執行法人又は地方公共団体から宿舎を貸与されてこれに居住している職員 

(2) 国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）第９条の２に規定す

る法人から宿舎を貸与されてこれに居住している職員 

(3) 職員の扶養親族たる者（職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。以下この号において同じ。）で他に生計の途がなく主として

当該職員の扶養を受けているもの及び第１１条第２項に規定する扶養親族をいう。

以下この号において同じ。）が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の

父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住

宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員 



４ 前３項に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項については、別に定め

る。 

（通勤手当） 

第１８条  通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。  

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）を利用して

その運賃又は料金（以下「運賃等」という。）を負担することを常例とする職員（

交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であ

って、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が

片道２キロメートル未満であるもの及び第３号に掲げる職員を除く。） 

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で別に定めるもの（以下「自動車等」とい

う。）を使用することを常例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤すること

が著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により

通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及び次号

に掲げる職員を除く。） 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用す

ることを常例とする職員（交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通

勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、

かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片

道２キロメートル未満であるものを除く。） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出し

たその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下「運賃等相

当額」という。）。 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる自動車等の使用距離（以下この号において

「使用距離」という。）に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額 

イ 使用距離が片道５キロメートル未満            ２，０００円 

ロ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満  ４，２００円 

ハ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満 ７，１００円 

ニ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満 １０，０００円 

ホ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満 １２，９００円 

ヘ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満 １５，８００円 

ト 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満 １８，７００円 

チ 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満 ２１，６００円 

リ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満 ２４，４００円 

ヌ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満 ２６，２００円 

ル 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満 ２８，０００円 

ヲ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満 ２９，８００円 

ワ 使用距離が片道６０キロメートル以上                      ３１，６００円 

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しない

で徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車

等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前２号に定める額、第１



号に定める額又は前号に定める額 

３ 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にす

る勤務箇所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなっ

た職員のうち、第１項第１号又は第３号に掲げる職員で、当該異動又は勤務箇所の移転

の直前の住居（当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。）からの通勤の

ため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（以下「新幹

線鉄道等」という。）を利用し、その利用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の

額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同

じ。）を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別

に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の

額に相当する額（以下「特別料金等相当額」という。） 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

４ 前項の規定は、新たに職員となった者のうち、第１項第１号又は第３号に掲げる職員

で、職員となった日の直前の住居（当該住居に相当するものとして別に定める住居を含

む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担す

ることを常例とするもの（任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。）その他前

項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとし

て別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。 

５ 運賃相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が２以上ある場合

においては、その合計額）、第２項第２号に定める額及び特別料金等相当額をその支給

単位期間の月数で除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある場合においては、その合計

額）の合計額が１５０，０００円を超える職員の通勤手当の額は、前３項の規定にかか

わらず、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、１

５０，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。 

６ 通勤手当は、支給単位期間（別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間）に係

る最初の月の別に定める日に支給する。 

７ 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、

当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める

額を返納させるものとする。 

８ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として６箇

月を超えない範囲内で１箇月を単位として別に定める期間（自動車等に係る通勤手当に

あっては、１箇月）をいう。 

９ 前各項に定めるほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及

び返納について必要な事項は、別に定める。 

（単身赴任手当） 

第１９条  勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、

父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居す

ることとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤

務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定



める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況と

する職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所

に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認め

られない場合は、この限りでない。 

２ 単身赴任手当の月額は、３０，０００円（別に定めるところにより算定した職員の住

居と配偶者の住居との間の交通距離が別に定める距離以上である職員にあっては、その

額に７０，０００円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算し

た額）とする。 

３ 新たに職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむ

を得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の

直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮

して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活するこ

とを常況とする職員その他第１項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡

上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前２項の規定に準じて、単

身赴任手当を支給する。 

４ 前３項に規定するもの及び単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手

当の支給に関し必要な事項は、国家公務員の例に準じて別に定める。 

（時間外勤務手当） 

第２０条 時間外勤務手当は、職員が所定勤務時間以外の時間又は休日に勤務を命ぜられ

た場合において、所定勤務時間を超えて勤務した全時間又は休日に勤務した全時間に対

して、勤務１時間につき、次条に規定する勤務１時間当たりの給与額に次に掲げる勤務

の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前

５時までの間である場合には、その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得

た額をその職員に支給する。 

(1) 休日以外の日における勤務 １００分の１２５ 

(2) 休日における勤務 １００分の１３５ 

２ 所定勤務時間以外の時間又は休日に勤務を命ぜられた場合において、所定勤務時間を

超えて勤務した全時間又は休日（当該月における規則第８条第３項に規定する休日を除

く。）の時間が１ヶ月について６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務

した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、次条に規定する勤

務１時間当たりの給与額に１００分の１５０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５

時までの間である場合は、１００分の１７５）を乗じて得た額をその職員に支給する。 

（勤務１時間当たりの給与額） 

第２１条 前条に規定する勤務１時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する

地域手当及び広域異動手当の月額、並びに本部業務調整手当及び寒冷地手当の月額の合

計額を１年間における１月平均所定勤務時間数で除して得た額とする。 

（端数計算） 

第２２条 前条に規定する勤務１時間当たりの給与額及び第２０条の規定により勤務１時

間につき支給する時間外勤務手当の額を算出する場合において、当該額に５０銭未満の

端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上の端数を生じたときはこれを１円に切

り上げる。 



（管理職員特別勤務手当） 

第２３条 第１６条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員（以下「管理職員」と

いう。）が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により休日（就業規則第８条

第１項に規定する休日）に勤務をした場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手

当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要に

より午後１０時から翌日の午前５時までの間（休日に含まれる時間を除く）であって正

規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を

支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る額（前２項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務をした職員に

あっては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）とする。 

 (1) 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき、１２，０００円を超えない範囲

内において別に定める額とする。 

 (2) 前項に規定する場合同項の勤務１回につき、６，０００円を超えない範囲内にお

いて別に定める額とする。 

４ 前３項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に

定める。 

５ 前３項に規定する別に定める事項は、国家公務員の例に準じて定めるものとする。  

（期末手当） 

第２４条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条においてこれらの日を基準

  日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して支給する。基準日前１箇月以内に退

 職し、解雇され、又は死亡した職員（別に定める職員を除く。）についても同様とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退職し、解雇され、又は死亡した職員にあ

っては、退職し、解雇され、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき俸給及び

扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、表

１に掲げる職務にある職員に対して俸給の月額にそれぞれ同表に掲げる割合を乗じて得

た額を加算、また、表２に掲げる職務にある職員に対して俸給の月額並びにこれに対す

る地域手当及び広域異動手当の月額の合計額にそれぞれ同表に掲げる割合を乗じて得た

額を加算した額を基礎として、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間

に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。                               

表１ 

級 職     務   加算割合 

９級・８級 

  

          

 

（本部） 

  審議役、部長及び室長の職務 

（主管支所） 

  支所長の職務 

１００分の２３ 

 

 



 ７級 

 

 

 

 

（本部） 

  室長、調査役及びマネージャーの

 職務 

（主管支所） 

  副主管支所長及び次長の職務 

１００分の１４ 

 

 

表２ 

級     職       務   加算割合 

９級・８級 

 

 

 

（本部） 

  審議役、部長及び室長の職務 

（主管支所） 

  支所長の職務 

１００分の２０ 

 

 

 

７級    

          

          

          

          

 

 

 

（本部） 

  室長、調査役及びマネージャーの

 職務 

（主管支所） 

  副主管支所長、次長及びマネージ

 ャーの職務 

（支所） 

  支所長の職務 

１００分の１５ 

 

 

 

 

 

 

 

６級・５級 

          

          

 

 

（本部） 

  アシスタントマネージャーの職務 

（主管支所及び支所） 

  マネージャー及びアシスタントマ

 ネージャーの職務 

１００分の１０ 

 

 

 

 

４級・３級 

 

 

 

 

（本部） 

  チーフの職務 

（主管支所及び支所） 

  チーフの職務 

１００分の５ 

 

 

 

 

 

３ 期末手当は、６月３０日及び１２月１０日（その日が日曜日に当たるときは、その前

々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日）に支給する。 

（勤勉手当） 

第２５条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条において、これらの日を「

基準日」という。）に、それぞれ在職する職員に対して、基準日以前６箇月以内の期間

におけるその者の勤務成績に応じて支給する。基準日前１箇月以内に退職し、解雇され、

又は死亡した職員（別に定める職員を除く。）についても、同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在（退職し、解雇され、又は死亡した職員にあ

っては、退職し、解雇され、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき俸給の月

額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、前条第２項の表１



に掲げる職務にある職員にあっては、俸給の月額にそれぞれ同表に掲げる割合を乗じて

得た額（前条第２項の表２に掲げる職務にある職員にあっては、俸給の月額並びにこれ

に対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額にそれぞれ同表に掲げる割合を乗じ

て得た額を加算した額）を加算した額を基礎として、基準日以前６箇月以内の期間にお

けるその者の勤務期間に応じて別に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を

乗じて得た額とする。 

３ 勤勉手当は、６月３０日及び１２月１０日（その日が日曜日に当たるときは、その前

々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日）に支給する。 

（寒冷地手当） 

第２６条 寒冷地手当は、毎年１１月から翌年３月までの各月の初日において国家公務員

の寒冷地手当に関する法律（昭和２４年法律第２００号）別表に掲げる地域に在勤する

職員に支給する。 

２ 前項に規定する寒冷地手当の支給については、国家公務員の寒冷地手当に関する法令

に準じて、別に定める。 

３ 寒冷地手当は、毎年１１月から翌年３月までの各月の１６日（その日が休日に当たる

ときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日）に、その月の月額の全額を

支給する。 

（病気休暇中の給与） 

第２７条 職員が病気休暇を取得した場合には、その初日（初日から６月以内に病気休暇

がある場合はその初日）から９０日に達するまで、俸給、扶養手当、地域手当、広域異

動手当、住居手当、単身赴任手当、期末手当及び寒冷地手当の全額を支給する。 

（休職者の給与） 

第２８条 職員が規則第２６条第１項第１号及び第２号に該当して休職を命ぜられた場合

は、その休職の期間が満１年に達するまで、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、

住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ１００分の８０を支給する。 

２ 職員が規則第２６条第１項第３号に該当して休職を命ぜられた場合は、その休職の期

間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当の１００分の６０以内を

支給する。 

３ 職員が規則第２６条第１項第４号に該当して、休職を命ぜられた場合の当該休職期間

中の給与については、そのつど定める。 

４ 休職にされた職員には、他の規程に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除

くほか、他のいかなる給与も支給しない。 

（育児休業者等の給与） 

第２９条 職員が規則第１９条の規定により育児休業をした場合は、当該育児休業期間中

の給与は支給しない。 

２ 第２４条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準

日以前６箇月以内の期間において勤務した期間（理事長が別に定めるこれに相当する期

間を含む。）がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を

支給する。 

３ 第２５条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準

日以前６箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第１項の規定にかかわ



らず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

４ 職員が規則第１９条の規定により育児短時間勤務の承認を受けて勤務しない場合は、

その勤務しない１時間につき第２１条に規定する勤務１時間当たりの給与額を所定の給

与額から減じて支給する。 

５ 育児休業又は育児短時間勤務をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の

職員等との均衡上必要があると認められるときは、当該育児休業をした期間の１００分

の１００以内に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整すること

ができる。 

６ 前各項に規定するもののほか、育児休業者等の給与の支給に関し必要な事項は、別に

定める。 

（介護休業者等の給与） 

第３０条 職員が規則第１９条の規定により介護休業又は介護短時間勤務の承認を受けて

勤務しない場合は、その勤務しない１時間につき第２１条に規定する勤務１時間当たり

の給与額を所定の給与額から減じて支給する。 

２ 介護休業又は介護短時間勤務をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の

職員等との均衡上必要があると認められるときは、当該介護休業又は介護短時間勤務を

した期間の２分の１以内に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調

整することができる。 

３ 前２項に規定するもののほか、介護休業者等の給与の支給に関し必要な事項は、別に

定める。 

（退職者等の給与） 

第３１条 職員が規則第３０条第１号（業務上の傷病のため退職した場合に限る。）若し

くは第３号に該当して退職した場合、規則第３１条第３号に該当して解雇された場合又

は死亡した場合には、第１０条第３項の規定にかかわらず、その月の俸給、地域手当、

広域異動手当、管理職手当及び本部業務調整手当の全額を支給する。 

（給与の減額） 

第３２条 職員が勤務しない場合は、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を

除き、その勤務しない１時間につき、第２１条に規定する勤務１時間当たりの給与額を

所定の給与額から減じて支給する。 

（端数の処理） 

第３３条 給与の支給額に１円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（実施に関し必要な事項） 

第３４条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

１ この規程は、平成１５年１０月１日から施行する。 

２ 大学卒試験採用職員のうち、１級６号俸を受ける者の本俸の額は、当分の間、別表第

１事務職俸給表にかかわらず、「１７９，８００円」とする。 

３  独立行政法人自動車事故対策機構法附則第２条第１項の規定による自動車事故対策セ

ンター（以下「旧法人」という。）の解散に伴い、旧法人の職員から引き続き機構の職

員となった者の第２３条第２項に規定する在職期間及び第２４条第２項に規定する勤務



期間については、旧法人の職員であった期間をこの規定の適用を受ける職員として在職

した期間とみなして算定することとする。 

 

   附 則（平成１５年１１月２７日 機構規程第２７号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１５年１２月１日から施行する。 

（平成１５年１２月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 平成１５年１２月に支給する期末手当の額は、第２３条第２項の規定にかかわらず同

項の規定により算定される期末手当の額（以下「基準額」という。）から第１号に掲げ

る額（自動車事故対策センター（以下「センター」という。）の職員として在職した職

員については、次の各号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整額」とい

う。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる

ときは、期末手当は、支給しない。 

(1) 平成１５年１０月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に新たに職員とな

った者にあっては、新たに職員となった日）において、職員が受けるべき俸給、扶

養手当、調整手当、管理職手当、通勤手当及び単身赴任手当（第１８条第２項に規

定する別に定める額を除く。）の月額の合計額に１００分の１．０７を乗じて得た

額に、同年１０月から施行日の属する月の前月までの月数（同年１０月１日から施

行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給与を支給されなかった期間

その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して

別に定める月数を減じた月数）を乗じて得た額 

(2) 平成１５年４月１日（同月２日から同年９月３０日までの間に新たにセンターの

職員となった者にあっては、新たにセンターの職員となった日）において、解散前

のセンターの自動車事故対策センター職員給与規程（以下「旧職員給与規程」とい

う。）の規定により、センターの職員が受けるべき俸給、扶養手当、調整手当、管

理職手当、通勤手当及び単身赴任手当（センター職員給与規程第１９条の２第２項

に規定する別に定める額を除く。）の月額の合計額に１００分の１．０７を乗じて

得た額に、同年４月か９月までの月数（同年４月１日から９月３０日までの期間に

おいて在職しなかった期間、給与を支給されなかった期間その他の別に定める期間

がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた

月数）を乗じて得た額 

(3) センター職員給与規程の規定により平成１５年６月に支給された期末手当及び勤

勉手当の合計額に１００分の１．０７を乗じて得た額  

３ 前項に規定するもののほか、 平成１５年１２月に支給する期末手当に関する特例措

置に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則（平成１６年３月２４日 機構規程第３号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

（調整手当に関する経過措置） 

２ 改正後の規程の施行の際、現に改正前の規程第１４条の規定の適用を受けている職員



に対する改正後の規程第１４条の規定の適用については、同条第３項中「場合（これら

の職員が、当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き６箇月を超えて在勤して

いた場合に限る。）」とあるのは「場合」と、「から２年を経過する」とあるのは「３

年を経過する日又は平成１８年３月３１日のいずれか早い日」と、同項第１号中「同日

以後１年を経過する日」とあるのは「平成１７年３月３１日」と、同項第２号中「２年

を経過する日」とあるのは「３年を経過する日又は平成１８年３月３１日のいずれか早

い日」と、同条第４項中「前項」とあるのは「独立行政法人自動車事故対策機構職員給

与規程の一部を改正する規程（平成１６年機構規程第３号）附則第２項の規定により読

み替えて適用される前項」と、同条同項第１号中「２年」とあるのは「３年」とする。 

 

   附 則（平成１６年１０月２８日 機構規程第８号） 

この規程は、平成１６年１０月２８日から施行する。 

 

   附 則（平成１７年２月２８日 機構規程第２号） 

この規程は、平成１７年３月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１７年９月１５日 機構規程第１３号） 

この規程は、平成１７年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１７年１１月２１日 機構規程（総務）第１５号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１７年１２月１日から施行する。 

（初任給） 

２ 大学卒試験採用職員のうち、１級２１号俸を受ける者の本俸の額は、当分の間、別表

第１俸給表にかかわらず、「１７９，２００円」とする。 

（平成１７年１２月に支給する期末手当に関する特例措置） 

３ 平成１７年１２月に支給する期末手当の額は、第２３条第２項の規定にかかわらず、

同項の規定により算定される期末手当の額（以下「基準額」という。）から次の各号に

掲げる額の合計額（以下「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場

合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 

(1) 平成１７年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に新たに職員となっ

た者にあっては、新たに職員となった日）において、職員が受けるべき俸給、扶養

手当、調整手当、管理職手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に１００

分の０．３６を乗じて得た額に、同年４月から施行日の属する月の前月までの月数

（同年４月１日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給与を

支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数か

ら当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数）を乗じて得た額 

(2) 平成１７年６月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に１００分の０．３

６を乗じて得た額 

４ 前項に規定するもののほか、平成１７年１２月に支給する期末手当に関する特例措置

に関し必要な事項は、別に定める。 



 

   附 則（平成１８年３月２７日 機構規程（総務）第３号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

（号俸の切替え） 

２ 平成１８年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において俸給表の適用を受け

ていた職員の切替日における号俸（以下「新号俸」という。）は、別に定めるところに

よる。 

（職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え） 

３ 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職

員の切替日における新号俸は、別に定めるところによる。 

（切替日前の異動者の号俸の調整） 

４ 切替日前に昇格した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その

者が切替日において昇格等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度にお

いて、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

（俸給の切替えに伴う経過措置） 

５ 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が

同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる職員には、俸給月額のほか、そ

の差額に相当する額を俸給として支給する。 

６ 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員（前項に規定する職員を除

く。）について、前項の規定により俸給を支給される職員との権衡上必要があると認め

られるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前項の規定に準じて、俸給を

支給する。 

７ 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等

を考慮して前２項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められ

るときは、当該職員には、別に定めるところにより、前２項の規定に準じて、俸給を支

給する。 

８ 前３項の規定による俸給を支給される職員に関する次の表の左欄に掲げる給与規程の

規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右 

欄に掲げる字句とする。                                                         

 

第１５条第１ 

項 

 

 

 

 

俸給額 

 

 

 

 

 

俸給額と独立行政法人自動車事故対策機構 

職員給与規程の一部を改正する規程（平成 

１８年機構規程（総務）第３号。以下「平 

成１８年改正規程」という。）附則第５項 

から第７項までの規定による俸給の額との 

合計額 



第２０条、第

２３条第２

項、第２４条

第２項及び第

３０条 

俸給月額 

 

 

 

 

俸給月額と平成１８年改正規程附則第５項 

から第７項までの規定による俸給の額との 

合計額 

 

（平成１９年１月１日における昇給の特例） 

９ 平成１９年１月１日における第７条第１項の規定の適用については、同日前１年間と

あるのは、平成１８年４月１日から同年１２月３１日までの期間とする。 

（平成２２年３月３１日までの間における給与規程の適用に関する特例） 

１０ 平成２２年３月３１日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規程の規定の適

用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ 

る字句とする。                                                                 

第７条第２項 

 

４号俸 ３号俸 

３号俸 ２号俸 

第７条第３項 

 

 

４号俸 ３号俸 

３号俸 ２号俸 

２号俸 １号俸 

第１５条第２項 １１８分の１００ １１３分の１００ 

（地域手当の暫定支給地域） 

１１ 改正前の給与規程第１４条第１項の地域とされていた地域のうち別表第２に掲げら

れていない次の表の支給地域に在勤する職員に対しては、当分の間、同表の支給割合に

よる地域手当を支給する。 

（平成２２年３月３１日までの間における地域手当の支給割合） 

１２ 平成２２年３月３１日までの間における給与規程第１４条別表第２に掲げる支給割 

合及び前項表に掲げる支給割合は、次表に掲げる支給割合とする。 

 都道府県   支給地域  支給割合 

 東 京 都  特別区   １３％ 

 大 阪 府  大阪市   １１％ 

 埼 玉 県  さいたま市    ７％ 

 神奈川県  横浜市   １１％ 

 愛 知 県  名古屋市   １１％ 

 茨 城 県  水戸市    ２％ 

 千 葉 県  千葉市    ７％ 

 京 都 府  京都市   １０％ 

都道府県 支給地域 級地 支給割合
長 崎 県 長崎市 ６級地 ３％

　　この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成１８年４月１日においてその名
称を有する市の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけ
るその名称の変更又はその名称を有するものの区域の変更によって影響される
ものではない。

備考



 兵 庫 県  神戸市   １０％ 

 奈 良 県  奈良市    ４％ 

 広 島 県  広島市    ４％ 

 福 岡 県  福岡市    ７％ 

 宮 城 県  仙台市    ４％ 

 栃 木 県  宇都宮市    １％ 

 静 岡 県  静岡市    ４％ 

 三 重 県  四日市市    １％ 

 滋 賀 県  守山市    １％ 

 北 海 道  札幌市    ３％ 

 群 馬 県  高崎市    １％ 

 富 山 県  富山市    １％ 

 石 川 県  金沢市    １％ 

 福 井 県  福井市    １％ 

 長 野 県  長野市    １％ 

 岐 阜 県  岐阜市    １％ 

 和歌山県  和歌山市     ３％ 

 岡 山 県  岡山市     ３％ 

 香 川 県  高松市    １％ 

 長 崎 県  長崎市     ３％ 

備  考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成１８年４月１日においてそれら

の名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示

し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区

域の変更によって影響されるものではない。 

（地域手当に関する経過措置） 

１３ この規定の施行の際現にこの規定による改正前の給与規程第１４条第３項又は第４

項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給

及び切替日の前日においてこの規定による改正前の給与規程第１４条第１項の規定を受

けている職員が切替日にその勤務箇所を異にして異動した場合における当該職員に対す

る当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与規程第１４条第３項又は第４項の規定

の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ 

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。                                          

第３項 

 

地域手当の支給を受け

ている 

平成１８年改正規程の規定による改正前の 

調整手当の支給を受けている 

第４項 

 

 

 

 

地域手当の支給対象地

域 

 

 

 

一般職の職員の給与に関する法律等の一部 

を改正する法律（平成１７年法律第１１３ 

号。）第２条の規定による改正前の一般職 

の職員の給与に関する法律第１１条の３第 

１項の人事院規則で定める地域 

 



   附 則（平成１９年３月２６日 機構規程（総務）第２号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１９年４月１日から施行する。  

（平成２２年３月３１日までの間における地域手当の支給割合） 

２ 平成２２年３月３１日までの間における給与規程第１４条別表第２に掲げる支給割合 

は、平成１８年３月２７日機構規程（総務）第３号附則第１２項の規定にかかわらず、 

次表に掲げる支給割合とする。 

 都道府県   支給地域  支給割合 

 東 京 都  特別区   １４％ 

 大 阪 府  大阪市   １２％ 

 埼 玉 県  さいたま市    ８％ 

 神奈川県  横浜市   １２％ 

 愛 知 県  名古屋市   １２％ 

 茨 城 県  水戸市    ４％ 

 千 葉 県  千葉市    ８％ 

 京 都 府  京都市   １０％ 

 兵 庫 県  神戸市   １０％ 

 奈 良 県  奈良市    ５％ 

 広 島 県  広島市    ５％ 

 福 岡 県  福岡市    ８％ 

 宮 城 県  仙台市    ５％ 

 栃 木 県  宇都宮市    ２％ 

 静 岡 県  静岡市    ５％ 

 三 重 県  四日市市    ２％ 

 滋 賀 県  守山市    ２％ 

 北 海 道  札幌市    ３％ 

 群 馬 県  高崎市    ２％ 

 富 山 県  富山市    ２％ 

 石 川 県  金沢市    ２％ 

 福 井 県  福井市    ２％ 

 長 野 県  長野市    ２％ 

 岐 阜 県  岐阜市    ２％ 

 和歌山県  和歌山市     ３％ 

 岡 山 県  岡山市     ３％ 

 香 川 県  高松市    ２％ 

 長 崎 県  長崎市     ３％ 

  備  考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成１８年４月１日においてそれら

の名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示

し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区

域の変更によって影響されるものではない。 



（広域異動手当に関する経過措置） 

３ 改正後の給与規程第１５条の規定は、平成１６年４月２日から改正後の給与規程の施

行の日の前日までの間にその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤

する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第１項中「

当該異動等の日から」とあるのは、「平成１９年４月１日から当該異動等の日以後」と

する。 

 (平成２０年３月３１日までの間における広域異動手当の支給割合の特例） 

４ 平成２０年３月３１日までの間においては、改正後の給与規程第１５条第１項第１号

中「１００分の６」とあるのは「１００分の４」と、同項第２号中「１００分の３」と

あるのは「１００分の２」とする。 

（管理職手当に関する経過措置） 

５ この規程の施行の日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員で、改正後の給与

規程第１６条の規定による管理職手当の額が平成１９年３月３１日に受けていた管理職

手当の額（以下「経過措置基準額」という。）に達しないこととなる職員には、当該管

理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次

の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号の定める割合を乗じて得た額（その額に１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を管理職手当として支給する。 

平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで １００分の１００ 

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで １００分の７５ 

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで １００分の５０ 

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで １００分の２５  

６ 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号

に定める額をいう。 

(1) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の級に属する職員以外の職員 施行

日の前日にその者が受けていた管理職手当の額 

(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 施行日の

前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受け取ること

となる管理職手当の額 

(3) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に第１４条第４項に規定する国家公務員

等及び別に定める法人等の職員から人事交流等により引き続き新たに俸給表の適用

を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内

の他の職員との均衡を考慮して前号各号に掲げる職員に準ずるものとして別に定め

る職員 前各号の規定に準じて別に定める額 

（平成２２年３月３１日までの間における給与規程の適用に関する特例） 

７ 平成２２年３月３１日までの間における改正後の給与規程第１６条第２項の規定の運

用については、平成１８年３月２７日機構規程（総務）第３号附則第１０項の規定にか

かわらず、｢１１８分の１００｣は、｢１１４分の１００｣とする。 

 

   附 則（平成２０年２月６日 機構規程（総務）第１号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２０年２月６日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。  



（給与の内払） 

２ 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程に基づいて支

給された給与は、改正後の給与規程の規定による内払とみなす。 

（初任給） 

３ 大学卒試験採用職員のうち、改正後の給与規程別表第１の俸給表１級２１号俸を受け

る者の本俸の額は、第４条の規定にかかわらず、当分の間、「１８１，２００円」とす

る。 

（平成２２年３月３１日までの間における地域手当の支給割合） 

４ 平成２２年３月３１日までの間における給与規程別表第２に掲げる支給割合は、平成

１９年３月２６日機構規程（総務）第２号附則第２項の規定にかかわらず、次表に掲げ 

る割合とする。 

 都道府県   支給地域  支給割合 

 東 京 都  特別区   14.5％ 

 大 阪 府  大阪市   １２％ 

 埼 玉 県  さいたま市    8.5％ 

 神奈川県  横浜市   １２％ 

 愛 知 県  名古屋市   １２％ 

 茨 城 県  水戸市    4.5％ 

 千 葉 県  千葉市    ８％ 

 京 都 府  京都市   １０％ 

 兵 庫 県  神戸市   １０％ 

 奈 良 県  奈良市    5.5％ 

 広 島 県  広島市    5.5％ 

 福 岡 県  福岡市    ８％ 

 宮 城 県  仙台市    ５％ 

 栃 木 県  宇都宮市    2.5％ 

 静 岡 県  静岡市    ５％ 

 三 重 県  四日市市    2.5％ 

 滋 賀 県  守山市    2.5％ 

 北 海 道  札幌市    ３％ 

 群 馬 県  高崎市    ２％ 

 富 山 県  富山市    ２％ 

 石 川 県  金沢市    ２％ 

 福 井 県  福井市    ２％ 

 長 野 県  長野市    ２％ 

 岐 阜 県  岐阜市    ２％ 

 和歌山県  和歌山市     ３％ 

 岡 山 県  岡山市     ３％ 

 香 川 県  高松市    ２％ 

 長 崎 県  長崎市     ３％ 



 備  考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成１８年４月１日においてそれら

の名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示

し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区

域の変更によって影響されるものではない。 

（給与規程第１５条第４項の規定の適用を受ける職員の地域手当の端数計算の特例） 

５ 平成１９年４月１日からこの規程の施行の日の前日までの間において、給与規程第１

５条第４項の規定の適用を受ける職員にこの規定の適用の対象となる期間につき支給さ

れた地域手当、広域異動手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る給与

規程第２１条、第２４条第２項及び第２５条第２項に規定するこれら手当の月額の合計

額が、改正後の給与規程の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額を超える

場合における地域手当の月額の計算は、給与規程第３３条の規定にかかわらず、１円未

満の端数を生じた場合は、これを切り上げるものとする。 

 

   附 則（平成２０年３月１３日 機構規程（総務）第３号） 

（施行期日） 

１  この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

（号俸の切替え） 

２ 平成２０年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において俸給表の適用を受け

ていた職員の切替日における号俸は、別に定めるところによる。 

（俸給の切替えに伴う経過措置） 

３ 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が

同日において受けていた俸給月額（平成１８年３月２７日機構規程（総務）第３号附則

第５項から第７項までの規定による俸給の額があるときは、その額と合計した額。）に

達しないこととなる職員には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支

給する。 

４ 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員（前項に規定する職員を除

く。）について、前項の規定により俸給を支給される職員との権衡上必要があると認め

られるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前項の規定に準じて、俸給を

支給する。 

５ 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等

を考慮して前２項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められ

るときは、当該職員には、別に定めるところにより、前２項の規定に準じて、俸給を支

給する。 

６ 前３項の規定による俸給を支給される職員に関する次の表の左欄に掲げる給与規程の

規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

 

第２１条、第２４条 

第２項、第２５条第 

２項及び第３１条 

 

俸給月額 

 

 

 

俸給月額と独立行政法人自動車事故対策機構職員

給与規程の一部を改正する規程（平成２０年機構

規程（総務）第３号。）附則第３項から第５項ま

での規定による俸給の額との合計額 



 

   附 則（平成２０年３月２６日 機構規程（総務）第７号） 

（施行期日） 

１  この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

（平成２２年３月３１日までの間における地域手当の支給割合） 

２ 平成２２年３月３１日までの間における給与規程別表第２に掲げる支給割合は、平成

２０年２月６日機構規程（総務）第１号附則第４項の規定にかかわらず、次表に掲げる 

割合とする。 

 都道府県   支給地域  支給割合 

 東 京 都  特別区   １６％ 

 大 阪 府  大阪市   １３％ 

 埼 玉 県  さいたま市   １０％ 

 神奈川県  横浜市   １２％ 

 愛 知 県  名古屋市   １２％ 

 茨 城 県  水戸市    ６％ 

 千 葉 県  千葉市    ９％ 

 京 都 府  京都市   １０％ 

 兵 庫 県  神戸市   １０％ 

 奈 良 県  奈良市    ７％ 

 広 島 県  広島市    ７％ 

 福 岡 県  福岡市    ９％ 

 宮 城 県  仙台市    ６％ 

 栃 木 県  宇都宮市    ４％ 

 静 岡 県  静岡市    ６％ 

 三 重 県  四日市市    ４％ 

 滋 賀 県  守山市    ４％ 

 北 海 道  札幌市    ３％ 

 群 馬 県  高崎市    ３％ 

 富 山 県  富山市    ３％ 

 石 川 県  金沢市    ３％ 

 福 井 県  福井市    ３％ 

 長 野 県  長野市    ３％ 

 岐 阜 県  岐阜市    ３％ 

 和歌山県  和歌山市     ３％ 

 岡 山 県  岡山市     ３％ 

 香 川 県  高松市    ３％ 

 長 崎 県  長崎市     ３％ 

備  考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成１８年４月１日においてそれら

の名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示

し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名所を有するものの区



域の変更によって影響されるものではない。 

 

   附 則（平成２１年３月２７日 機構規程（総務）第５号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

（号俸の切替え） 

２ 平成２１年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において改正前の給与規程俸

給表（以下、「旧俸給表」という。）の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、

切替日の前日に受けていた旧俸給表の号俸と同一とする。 

（俸給の切替えに伴う経過措置） 

３  切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員で、その者が同日において受け

ていた俸給月額が、平成２０年３月１３日機構規程（総務）第３号附則第３項から第５

項までの規定による俸給の額を含む俸給月額である職員については、改正後の給与規程

俸給表（以下、「新俸給表」という。）における俸給月額のほか、別に定める俸給月額

と新俸給表における俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。 

４ 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員（前項に規定する職員を除

く。）について、前項の規定により俸給を支給される職員との権衡上必要があると認め

られるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前項の規定に準じて、俸給を

支給する。 

５ 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員等について、任用の事情

等を考慮して前２項の規定により俸給を支給される職員との権衡上必要があると認めら

れるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前２項の規定に準じて、俸給を

支給する。 

６ 前３項の規定による俸給を支給される職員に関する次の表の左欄に掲げる給与規程の

規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げ 

る字句とする。 

第２１条、第２４条 

第２項、第２５条第 

２項及び第３１条 

 

俸給月額 

 

 

 

俸給月額と独立行政法人自動車事故対策機構職員

給与規程の一部を改正する規程（平成２１年機構

規程（総務）第５号。）附則第３項から第５項ま

での規定による俸給の額との合計額 

７ 切替日の前日において俸給表の適用を受けていた職員のうち、８級及び９級に在級す

る職員（独立行政法人自動車事故対策機構職員退職規程（平成１５年機構規程第７号）

（以下「職員退職規程」という。）第１８条第２項に規定する職員を除く。）の切替日

における号俸については、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

８ 切替日の前日において俸給表の適用を受けていた職員のうち、職員退職規程第１８条

第２項に規定する職員の切替日における号俸については、切替日以降に新たに俸給表の

適用を受けることとなった同規程第１８条第２項に規定する職員に支給される俸給との

権衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、必要な調整を行うこ

とができる。 

（初任給）   

９ 大学卒試験採用職員の初任給については、第４条の規定によるものとする。 



（平成２２年３月３１日までの間における地域手当の支給割合） 

１０ 平成２２年３月３１日までの間における給与規程別表第２に掲げる支給割合は、平

成２０年３月２６日機構規程（総務）第７号附則第２項の規定にかかわらず、次表に掲 

  げる割合とする。 

 都道府県   支給地域  支給割合 

 東 京 都  特別区   １７％ 

 大 阪 府  大阪市   １４％ 

 埼 玉 県  さいたま市   １１％ 

 神奈川県  横浜市   １２％ 

 愛 知 県  名古屋市   １２％ 

 茨 城 県  水戸市    ８％ 

 千 葉 県  千葉市   １０％ 

 京 都 府  京都市   １０％ 

 兵 庫 県  神戸市   １０％ 

 奈 良 県  奈良市    ９％ 

 広 島 県  広島市    ９％ 

 福 岡 県  福岡市   １０％ 

 宮 城 県  仙台市    ６％ 

 栃 木 県  宇都宮市    ５％ 

 静 岡 県  静岡市    ６％ 

 三 重 県  四日市市    ５％ 

 滋 賀 県  守山市    ５％ 

 北 海 道  札幌市    ３％ 

 群 馬 県  高崎市    ３％ 

 富 山 県  富山市    ３％ 

 石 川 県  金沢市    ３％ 

 福 井 県  福井市    ３％ 

 長 野 県  長野市    ３％ 

 岐 阜 県  岐阜市    ３％ 

 和歌山県  和歌山市     ３％ 

 岡 山 県  岡山市     ３％ 

 香 川 県  高松市    ３％ 

 長 崎 県  長崎市     ３％ 

備  考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成１８年４月１日においてそれら

の名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示

し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名所を有するものの区

域の変更によって影響されるものではない。 

(改正前の給与規程第１６条第１項第８号に該当する者の管理職手当に関する経過措置) 

１１ この規程の施行の日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員で、改正前の給

与規程第１６条第１項第８号に該当し、かつ、平成１９年３月２６日機構規程（総務）



第２号附則第５項及び第６項（以下「平成１９年規程附則第５項及び第６項」とい

う。）の適用を受けていたもののうち、本部業務調整手当を支給される職員に対する平

成１９年規程附則第５項及び第６項の適用については、なお従前の例による。 

（本部業務調整手当に関する経過措置） 

１２ 平成２２年３月３１日までの間における第１６条の２の規定の適用については、次

の表の左欄に掲げる職員に係る同表中欄に掲げる金額は、同表の右欄に掲げる金額とす 

る。 

本部のアシスタントマネージャー 

本部の５級、４級のチーフ 

本部の３級のチーフ 

本部の２級のスタッフ 

本部の１級のスタッフ 

 ３８，７００円 

 １３，４００円 

 １１，３００円 

  ４，３００円 

  ３，４００円 

 ３８，４００円 

  ６，７００円 

  ５，７００円 

  ２，２００円 

  １，７００円 

 

   附 則（平成２１年１１月３０日 機構規程（総務）第１１号） 

（施行期日） 

この規程は、平成２１年１２月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２２年３月３１日 機構規程（総務）第３号） 

（施行期日） 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２２年６月３０日 機構規程（総務）第７号） 

（施行期日） 

この規程は、平成２２年６月３０日から施行する。 

 

   附 則（平成２２年１１月３０日 機構規程（総務）第９号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２２年１２月１日から施行する。 

ただし、第９項の規定は平成２３年４月１日から施行する。 

（５５歳超の職員等に関する措置） 

２ 平成３０年３月３１日までの間、７級以上の職員（その者の号俸がその職務の級にお

ける最低の号俸でないものに限る。以下「特定職員」という。）に対する次に掲げる給

与の支給に当たっては、当該特定職員が５５歳に達した日後における最初の４月１日（

特定職員以外の者が５５歳に達した日後における最初の４月１日後に特定職員となった

場合にあっては、特定職員となった日）以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞ

れ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 

(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額に１００分の１．１を乗じて得た額（当該特定

職員の俸給月額に１００分の９８．９を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務

の級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合（以下この項及び附則第４項にお

いて「最低号俸に達しない場合」という。）にあっては、当該特定職員の俸給月額か

ら当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額（以下こ



の項及び附則第４項において「俸給月額減額基礎額」という。）） 

(2) 地域手当 当該特定職員の俸給月額に対する地域手当の月額に１００分の１．１を

乗じて得た額（最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する地

域手当の月額） 

(3) 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に１００分の

１．１を乗じて得た額（最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に

対する広域異動手当の月額） 

(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並

びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額（第２４条第２項表２に

掲げる職務にある職員（以下「表２該当職員」という。）にあっては、当該合計額に、

当該合計額に同表に掲げる割合（以下「表２割合」という。）を乗じて得た額（第２

４条第２項表１に掲げる職務にある職員（以下「表１該当職員」という。）にあって

は、その額に、俸給月額に同表に掲げる割合（以下「表１割合」という。）を乗じて

得た額を加算した額）を加算した額）に、当該特定職員に支給される期末手当に係る

基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて別に定める割合を乗

じて得た額に、１００分の１．１を乗じて得た額（最低号俸に達しない場合にあって

は、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額

並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額（表２該当職員にあっ

ては、当該合計額に、当該合計額に表２割合を乗じて得た額（表１該当職員にあって

は、その額に、俸給月額減額基礎額に表１割合を乗じて得た額を加算した額）を加算

した額）に、当該特定職員に支給される期末手当に係る基準日以前６箇月以内の期間

におけるその者の在職期間に応じて別に定める割合を乗じて得た額） 

(5) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並び

にこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額（表２該当職員にあっては、

当該合計額に、当該合計額に表２割合を乗じて得た額（表１該当職員にあっては、そ

の額に、俸給月額に表１割合を乗じて得た額を加算した額）を加算した額。（「勤勉

手当減額対象額」という。））に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る基準日

以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じて別に定める割合及び勤務成

績に応じて別に定める割合を乗じて得た額に、１００分の１．１を乗じて得た額（最

低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が

受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額

の合計額（表２該当職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に表２割合を乗じて

得た額（表１該当職員にあっては、その額に、俸給月額減額基礎額に表１割合を乗じ

て得た額を加算した額）を加算した額。（「勤勉手当減額基礎額」という。））に、

当該特定職員に支給される勤勉手当に係る基準日以前６箇月以内の期間におけるその

者の勤務期間に応じて別に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて

得た額） 

(6) 第２８条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ 第２８条第１項、第２項又は第４項 第１号から第４号までに定める額に、同項

の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 



ロ 第２８条第３項 第１号から第３号までに定める額に、同項の規定により当該特

定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 

ハ 第２８条第１項、第２項又は第４項に該当する職員が第２４条第１項に規定する

基準日前１箇月以内に退職し、解雇され又は死亡した場合 第４号に定める額に同

項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 

３ 月の初日以外の日に前項の規定により給与が減ぜられて支給される職員（以下「附則

第２項適用職員」という。）以外の者が附則第２項適用職員となった場合、月の末日以

外の日に附則第２項適用職員が附則第２項適用職員以外の職員となった場合又は附則第

２項適用職員が第１０条第４項の規定による日割計算の適用を受ける場合における前項

各号（第４号及び第５号を除く）に定める額に相当する額は、日割によって計算する。 

４ 附則第２項適用職員についての第２０条、第２９条、第３０条及び第３２条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額は、第２１条の規定にかかわらず、同条の規定により算出

した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計

額を１年間における１月平均所定勤務時間数で除して得た額に１００分の１．１を乗じ

て得た額（最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額並びにこれに対す

る地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を１年間における１月平均所定勤務時間数

で除して得た額）に相当する額を減じた額とする。 

５ 平成２２年４月１日前に５５歳に達した職員に対する附則第２項の適用については、

同項中「当該特定職員が５５歳に達した日後における最初の４月１日」とあるのは、「

平成２２年１２月１日」と、「５５歳に達した日後における最初の４月１日後」とある

のは「同日後」とする。 

（附則第２項適用職員の管理職手当に関する措置） 

６ 附則第２項適用職員の第１６条及び平成１９年３月２６日機構規程（総務）第２号附

則５項及び６項の適用については、これらの規定に関わらず、これらの規定により算定

される額に１００分の９８．９を乗じて得た額とする。 

（附則第２項適用職員の平成２１年俸給の切替えに伴う経過措置に関する措置） 

７ 附則第２項適用職員の平成２１年３月２７日機構規程（総務）第５号附則第３項から

第８項の適用については、これらの規定に関わらず、これらの規定により算定される額

に１００分の９８．９を乗じて得た額とする。 

（平成２２年１２月に支給する期末手当に関する特例措置） 

８ 平成２２年１２月に支給する期末手当の額は、第２４条若しくは第２項の規定にかか

わらず、これらの規定により算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」

という。）から次の各号に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」とい

う。）に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となると

きは、期末手当は、支給しない。 

(1) 平成２２年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に５級以上かつアシス

タントマネージャー以上の職務の職員（以下この項において「減額改定対象職員」と

いう。）となった者にあっては、減額改定対象職員となった日）において減額改定対

象職員が受けるべき俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、管理職手当、本部業

務調整手当、住居手当、単身赴任手当（交通距離の区分に応じて別に定める加算額を

除く。）の月額の合計額に１００分の０．３を乗じて得た額に、同月から同年１１月



までの月数（同年４月１日から同年１１月３０日までの期間において、在職しなかっ

た期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間が

ある職員にあっては、当該月数から当該期間を含む月の月数を減じた月数）を乗じて

得た額 

(2) 平成２２年６月１日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末

手当及び勤勉手当の合計額に１００分の０．３を乗じて得た額 

（平成２３年４月１日における号俸の調整） 

９ 平成２３年４月１日において４３歳に満たない職員のうち、平成２２年１月１日にお

いて第７条第１項の規定により昇給した職員その他理事長が当該職員との権衡上必要が

あると認める職員の平成２３年４月１日における号俸は、この項の規定の適用がないも

のとした場合に同日に受けることとなる号俸の１号俸上位の号俸とする。 

 

   附 則（平成２４年３月２７日 機構規程（総務）第３号） 

１ この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

  （俸給の切替えに伴う経過措置）               

２ 平成１８年３月２７日機構規程（総務）第３号附則第２項に定める切替日（以下「切

替日」という。）の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸

給月額が同日において受けていた俸給月額（平成２１年３月２７日機構規程（総務第５

号）の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては、当該俸給月額に当該各号に

掲げる割合を乗じて得た額とする。）に達しないこととなるものには、平成２６年３月

３１日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額（平成２２年１１月３０日機

構規程（総務）第９号）附則第２項に掲げる特定職員にあっては、５５歳に達した日に

おける最初の４月１日（特定職員以外の者が５５歳に達した日後における最初の４月１

日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日）以後当該額に１００分

の９８．９を乗じて得た額を俸給として支給する。 

 (1)平成２１年３月２７日 機構規程（総務）第５号第３項に規定する職員 

    １００分の９４．５２ 

 (2)前号に掲げる職員以外の職員 

１００分の９９．５ 

３ 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)

 について、前項の規定により俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められ

るときは、当該職員には、別に定めるところにより前項の規定に準じて俸給を支給する。 

４ 切替日以降に新たに俸給表の適用を受ける事となった職員等について、任用の事情等

を考慮して前２項の規定により俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められ

るときは、当該職員には、別に定めるところにより、前２項の規定に準じて俸給を支給

する。 

 （平成２４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

５ 平成２４年６月に支給する期末手当の額は、第２４条及び第２８条並びに平成２２年

１１月３０日機構規程（総務）第９号附則第２項の規定にかかわらず、これらの規定に

より算定される期末手当の額（以下この項において｢基準額｣という。）から次の各号に

掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」という。）に相当する額を減じた額



とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しな

い。 

 (1) 平成２３年４月１日（同月２日から平成２４年３月１日までの間に職員以外の者

又は職員であって適用される職務の級が５級以上の適用を受ける職員（以下この項

において「減額改定対象職員」という。）となった者にあっては、その減額改定対

象職員となった日）において減額改定対象職員が受けるべき俸給、扶養手当、地域

手当、広域異動手当、管理職手当、本部業務調整手当、住居手当、単身赴任手当（

交通距離に応じて別に定める加算額を除く。）の月額（平成２２年１１月３０日機

構規程（総務）第９号附則第２項の規定により、給与が減ぜられて支給される職員

にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額）の合計額

に１００分の０．３７を乗じて得た額に、同月から平成２４年３月までの月数（同

年４月１日から平成２４年３月までの期間において、在職しなかった期間、俸給を

支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあ

っては、当該月数から当該期間を含む月の月数を減じた月数）を乗じて得た額 

  (2) 平成２３年６月１日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期

末手当及び勤勉手当の合計額に１００分の０．３７を乗じて得た額並びに同年１２

月１日において減額対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当

の合計額に１００分の０．３７を乗じて得た額 

 （平成２４年４月１日における号俸の調整） 

６ 平成２４年４月１日において、３６歳に満たない職員のうち、当該職員の平成１９年

１月１日、平成２０年１月１日、平成２１年１月１日の昇給において、第７条１項の規

定による昇給の決定の状況を考慮して号俸調整の対象となる者及び､この項の規定の適

用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対する調整号俸は以下の各号

によるものとする。 

  （１）平成２４年４月１日（以下「調整日」という。）において、３０歳以上３６歳未

満の職員のうち、平成１９年昇給等抑制職員、平成２０年昇給等抑制職員又は平成

２１年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員 １号俸 

  （２）調整日において、３０歳に満たない職員のうち、平成１９年昇給等抑制職員、平

成２０年昇給等抑制職員又は平成２１年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する

職員 １号俸 

  （３）調整日において、３０歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高

の号俸の１号俸下位の号俸を受ける職員のうち、平成１９年昇給等抑制措置職員、

平成２０年昇給等抑制職員又は平成２１年昇給等抑制職員のいずれか２以上に該当

する職員 １号俸 

  （４）調整日において３０歳に満たない職員のうち、平成１９年昇給等抑制職員、平成

２０年昇給等抑制職又は平成２１年昇給等抑制職員のいずれか２以上に該当する職

員 ２号俸 

  （５）前各号における昇給抑制職員は、次に掲げる職員とする。 

     イ 平成１９年昇給等抑制職員 

平成１９年度昇給において昇給抑制を受けた職員（昇給号俸数の期間割り後の号

数が、抑制がなかったものとして期間割りした号俸数と等しくなる職員を除



く。） 

     ロ 平成２０年昇給等抑制職員 

     平成２０年昇給において昇給抑制を受けた職員（昇給号俸数の期間割り後の号数

が、抑制がなかったものとして期間割りした号俸数と等しくなる職員を除く。） 

     ハ 平成２１年昇給等抑制職員 

       平成２１年度昇給において昇給抑制を受けた職員（昇給号俸数の期間割り後の号

数が、抑制がなかったものとして期間割りした号俸数と等しくなる職員を除

く。） 

 

   附則（平成２５年 ３月２６日 機構規程（総務）第２号） 

１ この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （平成２５年４月１日における号俸の調整） 

２ 平成２５年４月１日において、３１歳以上３９歳に満たない職員のうち、当該職員の

平成１９年１月１日、平成２０年１月１日、平成２１年１月１日の昇給において、第７

条１項の規定による昇給の決定の状況を考慮して号俸調整の対象となる者及び､この項

の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対する調整号俸は

以下の各号によるものとする。 

（１）平成２５年４月１日（以下「調整日」という。）において、３１歳以上３７歳未満

の職員のうち、平成１９年昇給等抑制職員、平成２０年昇給等抑制職員又は平成２１

年昇給等抑制職員のいずれか２以上に該当する職員 １号俸 

（２）調整日において、３７歳以上３９歳未満の職員のうち、平成１９年昇給等抑制職員、

  平成２０年昇給等抑制職員又は平成２１年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

   １号俸 

（３）前各号における昇給抑制職員は、次に掲げる職員とする。 

    イ 平成１９年昇給等抑制職員 

    平成１９年度昇給において昇給抑制を受けた職員（昇給号俸数の期間割り後の号

数が、抑制がなかったものとして期間割りした号俸数と等しくなる職員を除く。） 

    ロ 平成２０年昇給等抑制職員 

      平成２０年昇給において昇給抑制を受けた職員（昇給号俸数の期間割り後の号数

が、抑制がなかったものとして期間割りした号俸数と等しくなる職員を除く。） 

    ハ 平成２１年昇給等抑制職員 

        平成２１年度昇給において昇給抑制を受けた職員（昇給号俸数の期間割り後の号

数が、抑制がなかったものとして期間割りした号俸数と等しくなる職員を除く。） 

          

   附 則（平成２５年１１月５日 機構規程（総務）第５号） 

（施行期日） 

 この規程は、平成２６年１月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２６年３月２８日 機構規程（総務）第３号） 

 （施行期日） 

 １ この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 



 ２ 前項の規定にかかわらず、第１６条の規定については、この規程の施行の日の前日

において同条各号に掲げる職を占めていた職員であって、その同一の職を同日から引

き続き占めるものにあっては、この規程による改正前の規程を適用する。 

 （平成２６年４月１日における号俸の調整） 

  ３ 平成２６年４月１日において４５歳に満たない職員のうち、当該職員の平成１９年

１月１日、平成２０年１月１日、平成２１年１月１日の昇給において、第７条第１項

の規定による昇給の決定の状況を考慮して号俸調整の対象となるもの及びこの項の規

定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対する調整号俸は、

以下の各号によるものとする。 

  （１）平成２６年４月１日（以下「調整日」という。）において３８歳未満の職員の

うち、平成１９年昇給等抑制職員、平成２０年昇給等抑制職員又は平成２１年昇

給等抑制職員のいずれにも該当する職員 １号俸 

   （２）調整日において３８歳以上４０歳未満の職員のうち、平成１９年昇給等抑制

職員、平成２０年昇給等抑制職員又は平成２１年昇給等抑制職員のいずれか２以

上に該当する職員 １号俸 

   （３）調整日において４０歳以上４５歳未満の職員のうち、平成１９年昇給等抑制

職員、平成２０年昇給等抑制職員又は平成２１年昇給等抑制職員のいずれかに該

当する職員 １号俸 

  （４）前各号における昇給抑制職員は、次に掲げる職員とする。 

       イ 平成１９年昇給等抑制職員 

        平成１９年の昇給において抑制を受けた職員（昇給号俸数の期間割り後の号

数が、抑制がなかったものとして期間割りした号俸数と等しくなる職員を除

く。） 

       ロ  平成２０年昇給等抑制職員 

         平成２０年の昇給において抑制を受けた職員（昇給号俸数の期間割り後の号

数が、抑制がなかったものとして期間割りした号俸数と等しくなる職員を除

く。） 

       ハ 平成２１年昇給等抑制職員 

         平成２１年の昇給において抑制を受けた職員（昇給号俸数の期間割り後の号

数が、抑制がなかったものとして期間割りした号俸数と等しくなる職員を除

く。） 

 

   附 則（平成２６年１２月３日 機構規程（総務）第１２号） 

 （施行期日） 

 １ この規程は、平成２６年１２月３日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

 ２ 改正後の独立行政法人自動車事故対策機構職員給与規程（平成１５年機構規程第６

号。以下「給与規程」という。）の規定を適用する場合においては、改正前の給与規

程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による内払とみなす。 

 （俸給の調整額に係る経過措置） 

 ３ 給与規程附則（平成２４年３月２７日機構規程（総務）第３号。以下「平成２４年



附則」という。）第３項及び第４項の規定において準用する平成２４年附則第２項中

「平成２６年３月３１日までの間」とあるのは、「当分の間」と読み替えるものとす

る。 

 

   附 則（平成２７年３月１８日 機構規程（総務）第１８号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （号俸の切替え） 

２ 平成２７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において、改正前の独立行政

法人自動車事故対策機構職員給与規程（平成１５年機構規程第６号）第４条に規定する

俸給表（以下この項において「旧俸給表」という。）の適用を受けていた職員の切替日

における号俸は、切替日の前日に受けていた旧俸給表の号俸と同一とする。 

 （俸給の切替えに伴う経過措置） 

３  切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が

同日において受けていた俸給月額（平成２４年３月２７日機構規程（総務）第３号附則

第３項又は第４項に規定する俸給の額があるときは、その額を合計した額。）に達しな

いこととなるもの（別に定める職員を除く。）には、平成３０年３月３１日までの間、

俸給月額のほか、その差額に相当する額（平成２２年１１月３０日機構規程（総務）第

９号附則第２項に掲げる特定職員にあっては、５５歳に達した日後における最初の４月

１日（特定職員以外の者が５５歳に達した日後における最初の４月１日後に特定職員と

なった場合にあっては、特定職員となった日）以後、当該額に１００分の９８．９を乗

じて得た額）を俸給として支給する。 

４ 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員（前項に規定する職員を除

く。）について、前項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認め

られるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前項の規定に準じて、俸給を

支給する。 

５ 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等

を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められ

るときは、当該職員には、別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支

給する。 

６ 前三項の規定による俸給を支給される職員に関する次の表の左欄に掲げる改正後の独

立行政法人自動車事故対策機構職員給与規程（平成１５年機構規程第６号。以下「改正

給与規程」という。）の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字

句は、 同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

第１４条第２項、第１

５条第１項、第２１

条、第２４条第２項、

第２５条第２項及び第

３１条 

 

 

俸給の月額 

 

 

 

 

 

俸給の月額と給与規程の一部を改正する規程

（平成２７年機構規程（総務）第１８号。）

附則第３項から第５項までの規定によるその

差額に相当する額との合計額 

 



 （平成２８年３月３１日までの間における地域手当の支給割合） 

７ 平成２８年３月３１日までの間における改正給与規程第１４条に規定する別表第２に

掲げる地域手当の支給割合は、次表に掲げる支給割合とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備 考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成２７年４月１日においてそれらの名

称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、

その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更

によって影響されるものではない。 

 （平成２８年３月３１日までの間における広域異動手当の支給割合） 

８ 平成２８年３月３１日までの間における改正給与規程第１５条の規定の適用につい

ては、同条第１項中「１００分の１０」とあるのは「１００分の８」と、「１００分

の５」と あるのは「１００分の４」とする。 

 （５５歳超の職員等に関する措置） 

都道府県 支給地域 級地 支給割合

東京都 特別区 １級地 １８％

大阪府 大阪市 ２級地 １５％

神奈川県 横浜市 １３％

埼玉県 さいたま市 ３級地 １３％

愛知県 名古屋市

千葉県 千葉市 １１％

兵庫県 神戸市 ４級地 １０％

茨城県 水戸市 ５級地 １０％

京都府 京都府

奈良県 奈良市

広島県 広島市

福岡県 福岡市

三重県 四日市市 ７％

宮城県 仙台市 ６級地 ６％

栃木県 宇都宮市

静岡県 静岡市

滋賀県 守山市

群馬県 高崎市 ４％

岐阜県 岐阜市

和歌山県 和歌山市

香川県 高松市

北海道 札幌市 ７級地 ３％

富山県 富山市

石川県 金沢市

福井県 福井市

長野県 長野市

岡山県 岡山市

長崎県 長崎市

新潟県 新潟市 １％

徳島県 徳島市



９ 平成２２年１１月３０日機構規程（総務）第９号附則第２項中、「当分の間」を「平

成３０年３月３１日までの間」に改める。 

 

   附 則（平成２８年３月１日 理事長達（総務）第７号） 

 （施行期日） 

１ この達は、平成２８年３月１日から施行し、改正後の独立行政法人自動車事故対策機

構 職員給与規程（平成１５年機構規程第６号。以下「改正後の給与規程」という。）の

規定 は、平成２７年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人自動車事

故対策機構職員給与規程の規定に基づいて支給された給与（平成２７年３月１８日付け

平成２７年機構規程（総務）第１８号。以下「平成２７年改正規程」という。）附則第

３項から第５項までの規定に基づいて支給された俸給を含む。）は、改正後の給与規程

の規定による給与（同項の規定による俸給を含む。）の内払とみなす。 

 （平成２８年３月３１日までの間における地域手当に関する特例措置） 

３ 平成２８年３月３１日までの間における第１４条に規定する別表第２に掲げる地域手

当の支給割合は、平成２７年改正規程附則第７項の規定にかかわらず、次表に掲げる支

給割合とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 支給地域 級地 支給割合

東京都 特別区 １級地 １８．５％

大阪府 大阪市 ２級地 １５．５％

神奈川県 横浜市 １５％

埼玉県 さいたま市 ３級地 １４％

愛知県 名古屋市

千葉県 千葉市 １３％

兵庫県 神戸市 ４級地 １０．５％

茨城県 水戸市 ５級地 １０％

京都府 京都府

奈良県 奈良市

広島県 広島市

福岡県 福岡市

三重県 四日市市 ９％

宮城県 仙台市 ６級地 ６％

栃木県 宇都宮市

静岡県 静岡市

滋賀県 守山市

群馬県 高崎市 ５％

岐阜県 岐阜市

和歌山県 和歌山市

香川県 高松市

北海道 札幌市 ７級地 ３％

富山県 富山市

石川県 金沢市

福井県 福井市

長野県 長野市

岡山県 岡山市

長崎県 長崎市

新潟県 新潟市 ２％

徳島県 徳島市



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備 考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成２７年４月１日においてそれらの名

称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、

その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更

によって影響されるものではない。 

 （適用除外） 

４ 附則第１項の規定にかかわらず、独立行政法人自動車事故対策機構就業規則第２８条

第１号、第４号又は第５号の規定に基づき解雇された職員については、改正後の給与規

程は適用しない。 

 

   附 則（平成２９年２月２７日 機構規程（総務）第２号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２９年２月２７日から施行し、この規程による改正後の規程（以下

「改正後の給与規程」という。）の規定は、平成２８年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ 前項の規定により改正後の給与規程の規定を適用する場合において、この規程による

改正前の独立行政法人自動車事故対策機構職員給与規程の規定に基づいて支給された給

与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。 

 （平成２９年３月３１日までの間における扶養手当の支給等） 

３ 前２項の規定にかかわらず、平成２９年３月３１日までの間における扶養手当に係る

第１１条及び第１２条の規定の適用については、なお従前の例による。 

 （平成２９年３月３１日までの間における本部業務調整手当の支給額） 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、平成２９年３月３１日までの間における本部

業務調整手当に係る第１６条の２の規定の適用については、同条第２号中「１８，４０

０円」とあるのは「１５，１００円」と、同条第３号中「１５，６００円」とあるのは

「１２，７００円」と、同条第４号中「７，６００円」とあるのは「５，４００円」と、

同条第５号中「６，０００円」とあるのは「４，３００円」とする。   

 

   附 則（平成２９年８月２２日 機構規程（総務）第１８号） 

この規程は、平成２９年８月２２日から施行する。 

 

   附 則（平成２９年１２月２１日機構規程（総務）第２６号） 

 （施行期日） 



１ この規程は、平成３０年１月１日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人

 自動車事故対策機構職員給与規程（以下「改正後の給与規程」という。）の規定は、平

 成２８年１月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ 前項の規定により改正後の給与規程の規定を適用する場合において、この規程による

 改正前の独立行政法人自動車事故対策機構職員給与規程の規定に基づいて支給された給

 与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。 

 

   附 則（平成３０年３月６日 機構規程（総務）第２号） 

 （施行期日等） 

１ この規程は、平成３０年３月６日から施行し、この規程による改正後の規程（以下「

改正後の給与規程」という。）の規定は、平成２９年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ 前項の規定により改正後の給与規程の規定を適用する場合において、この規程による

改正前の独立行政法人自動車事故対策機構職員給与規程の規定に基づいて支給された給

与は、改正後の給与規程の規定に基づく給与の内払とみなす。 

 （令和２年３月３１日までの間における扶養手当の支給額の特例） 

３  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間は、第１１条から第１３条ま

での改正後の給与規程中、第１１条第１項ただし書き及び第１３条第２項第３号から第

６号までの規定は適用せず、第１１条第３項、第１２条及び第１３条の規定は次の各号

のように読み替えて適用する。 

(1) 第１１条第３項 

「３ 扶養手当の月額は、前項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当す

る扶養親族については１人につき６，５００円、同項第２号に該当する扶養親族（以

下「扶養親族たる子」という。）については１人につき１０，０００円とする。」 

(2) 第１２条 

「第１２条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に

該当する事実が生じた場合には、その職員は直ちにその旨を理事長に届け出なければ

ならない。 

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合 

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は前条第２項

第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、満２２歳に達した日以後の最初の３

月３１日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。）」 

(3)第１３条 

「第１３条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合におい

てはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前条の規定による届出に係るものが

ない場合においてその職員に同条第１号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じ

た日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月）か

ら開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞ

れの者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規

定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはそ



の事実が生じた日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する

月の前月）をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定

による届出が、これに係る事実の生じた日から１５日を経過した後にされたときは、

その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の

属する月）から行うものとする。 

２ 扶養手当は、第１号、第２号若しくは第７号に掲げる事実が生じた場合において

は、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その

日の属する月）からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、第１号に掲

げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。 

(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第１号に掲げる事実が生じた場合 

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条の規定による届出に係るものの一

部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合 

(3)～(6) 不適用 

(7) 職員の扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るもののうち特定期間にあ

る子でなかったものが特定期間にある子となった場合」 

４  平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間は、第１１条から第１３条まで

の改正後の給与規程中、第１１条第１項ただし書き並びに第１３条第２項第３号及び第

５号の規定は適用せず、第１１条第３項、第１２条及び第１３条の規定は次の各号のよ

うに読み替えて適用する。 

(1) 第１１条第３項 

「３ 扶養手当の月額は、前項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当す

る扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。）については１人につき

６，５００円（別表第一の適用を受ける職員で、その職務の級が８級以上の職員（以

下「８級以上の職員」という。）にあっては３，５００円）、同項第２号に該当する

扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につき１０，０００円

とする。」 

(2) 第１２条 

「第１２条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に

該当する事実が生じた場合には、その職員は直ちにその旨を理事長に届け出なければ

ならない。 

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合 

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は前条第２項

第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、満２２歳に達した日以後の最初の３

月３１日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。）」 

(3) 第１３条 

「第１３条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合におい

てはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前条の規定による届出に係るものが

ない場合においてその職員に同条第１号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じ

た日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月）か

ら開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞ

れの者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規



定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはそ

の事実が生じた日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する

月の前月）をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定

による届出が、これに係る事実の生じた日から１５日を経過した後にされたときは、

その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の

属する月）から行うものとする。 

２ 扶養手当は、第１号、第２号、第４号、第６号又は第７号に掲げる事実が生じた

場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日である

ときは、その日の属する月）からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、

第１号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用す

る。 

(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第１号に掲げる事実が生じた場合 

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条の規定による届出に係るものの一

部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合 

(3) 不適用 

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある８級以

上の職員が８級以上の職員以外の職員となった場合 

(5) 不適用 

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員で

８級以上の職員以外のものが８級以上の職員となった場合 

(7) 職員の扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るもののうち特定期間にあ

る子でなかったものが特定期間にある子となった場合」 

 （平成３０年３月３１日までの間における本部業務調整手当の支給額） 

５ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、平成３０年３月３１日までの間における本部

業務調整手当に係る第１６条の２の規定の適用については、同条第２号中「２０，１０

０円」とあるのは「１９，３００円」と、同条第３号中「１７，０００円」とあるのは

「１６，５００円」と、同条第４号中「８，７００円」とあるのは「８，２００円」と、

同条第５号中「６，９００円」とあるのは「６，６００円」とする。 

 

   附 則（平成３１年３月５日 機構規程（総務）第９号） 

 （施行期日等） 

１ この規程は、平成３１年３月５日から施行し、この規程による改正後の規程（以下「

改正後の給与規程」という。）の規定は、平成３０年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ 前項の規定により改正後の給与規程の規定を適用する場合において、この規程による

改正前の独立行政法人自動車事故対策機構職員給与規程の規定に基づいて支給された給

与は、改正後の給与規程の規定に基づく給与の内払とみなす。 

 

      附 則（令和２年３月３日 機構規程（総務）第２号） 

 （施行期日等） 

１ この規程は、令和２年３月３日から施行し、この規程による改正後の規程（以下「改



正後の給与規程」という。）の規定は、次項で定めるものを除き平成３１年４月１日か

ら適用する。 

２ 改正後の給与規程第１６条第１項第４号、第１７条第１項及び第２項の規定は令和２

年４月１日から施行する。 

 （給与の内払） 

３ 第１項の規定により改正後の給与規程の規定を適用する場合において、この規程によ

る改正前の規程（以下「改正前の給与規程」という。）の規定に基づいて支給された給

与は、改正後の給与規程の規定に基づく給与の内払とみなす。 

 （住居手当に関する経過措置） 

４ 改正後の給与規程第１７条第１項及び第２項の規定の施行の日（以下「施行日」とい

 う。）の前日において改正前の給与規程第１７条第１項及び第２項の規定により支給さ

 れていた住居手当の月額が２，０００円を超える職員であって、施行日以後においても

 引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各

 号のいずれかに該当するもの（次項で定める職員を除く。）に対しては、施行日から令

 和３年３月３１日までの間、改正後の給与規程第１７条第１項及び第２項の規定にかか

 わらず、当該住居手当の月額に相当する額（当該住居手当に係る家賃の月額に変更があ

 った場合には、当該相当する額を超えない範囲内で第６項で定める額。第二号において

 「旧手当額」という。）から２，０００円を控除した額の住居手当を支給する。 

 一 改正後の給与規程第１７条第１項各号のいずれにも該当しないこととなる職員  

 二 旧手当額から改正後の給与規程第１７条第２項の規定により算出される住居手当の

  月額に相当する額を減じた額が２，０００円を超えることとなる職員   

５ 前項の次項で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

 一 改正後の給与規程第１７条第１項及び第２項の規定の施行日の前日において改正前

の給与規程第１７条第１項第１号に該当していた職員であって、次に掲げる職員のい

ずれかに該当するもの 

   イ 給与規程第１７条第１項及び第２項の規定を適用するとしたならば新たに同条第

１項第２号に該当することとなる職員 

    ロ 改正前の給与規程第１７条第１項及び第２項の規定を適用するとしたならば同条

第１項第１号に該当しないこととなる職員 

  二 施行日の前日において改正前の給与規程第１７条第１項各号のいずれにも該当して

いた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条第１項各号のいずれか又

は全てに該当しないこととなる職員 

 三 前項に規定する旧手当額が２，０００円以下となる職員 

 四 令和２年３月１日において改正前の給与規程第１７条第１項第１号に該当していた

職員であって、同月２日から同月３１日までの間に次に掲げる職員のいずれかに該当

したもの 

  イ 改正後の給与規程第１７条第１項及び第２項の規定を適用したならば新たに同条

第１項第２号に該当することとなった職員 

  ロ 改正前の給与規程第１７条第１項第１号に該当しないこととなった職員 

 五 令和２年３月１日において改正前の給与規程第１７条第１項各号のいずれにも該当

していた職員であって、同月２日から同月３１日までの間に同項各号のいずれか又は



全てに該当しないこととなったもの   

 六 令和２年３月２日から同月３１日までの間に改正前の給与規程第１７条第１項及び

第２項の規定による住居手当に係る家賃の月額に変更があった職員であって、当該変

更後の家賃の月額を基礎として同条第２項の規定により算出される住居手当の月額が

２，０００円以下となったもの 

６ 第４項の第６項で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る額を基礎として改正前の給与規程第１７条第２項の規定により算出される住居手当の

月額に相当する額とする。 

 一 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた第４項の規定による住居手当の

月額の算出の基礎となった家賃の月額（以下この号及び次号において「旧家賃月額」

という。）より高い場合（第三号に掲げる場合を除く。） 旧家賃月額 

 二 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合（次号に掲げる場合を除く。）変更

後の家賃の月額 

 三 施行日の前日において改正前の給与規程第１７条第１項各号のいずれにも該当して

いた場合 前２号により算出して合算した額 

７ 施行日の前日に改正前の給与規程第１７条第１項及び第２項の規定により支給されて

いた住居手当に係る事実（令和２年３月２日から施行日までの間における当該住居手当

に係る家賃の月額の変更を含む。）を独立行政法人自動車事故対策機構職員給与規程実

施細則（平成１５年理事長達第２号）第１３条第３項に規定する住居手当認定簿その他

の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が第４項の職員たる要件を具備す

る場合は、施行日において支給すべき同項の規定による住居手当の月額を決定しなけれ

ばならない。 

８ 第４項の規定による住居手当の支給は、令和２年４月から開始し、職員が同項の職員

たる要件を欠くに至った日の属する月（その日が月の初日であるときは、その日の属す

る月の前月）又は令和３年３月のいずれか早い月をもって終わる。 

 

   附 則（令和３年３月２２日 機構規程（総務）第１９号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令和３年４月２０日 機構規程（総務）第２７号） 

この規程は、令和３年４月２０日から施行する。 

 

   附 則（令和３年１１月２６日 機構規程（総務）第３２号） 

この規程は、令和３年１２月１日から施行する。 

 

   附 則（令和５年１月２３日 機構規程（総務）第２号） 

 （施行期日等） 

１ この規程は、令和５年１月２３日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ 前項の規定により改正後の給与規程を適用する場合において、この規程による改正前

の給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程に基づく給与の内払とみなす。 



 

附 則（令和６年２月１３日 機構規程（総務）第２号） 

 （施行期日等） 

１ この規程は、令和６年２月１３日から施行し、改正後の規程の規定は、令和５年４月

１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ 前項の規定により改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定

に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づく給与の内払とみなす。 

 

附 則（令和６年３月１２日 機構規程（総務）第１５号） 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和７年２月２０日 機構規程（総務）第２号） 

 （施行期日等） 

１ この規程は、令和７年２月２０日から施行し、改正後の規程の規定は、令和６年４月

１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ 前項の規定により改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定

に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づく給与の内払とみなす。 

 

附 則（令和７年３月２４日 機構規程（総務）第１１号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 （令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置） 

２ 令和７年４月１日（以下「切替日」という。）から令和８年３月３１日までの間にお

ける改正後の独立行政法人自動車事故対策機構職員給与規程（平成１５年機構規程第６

号。以下「改正後の給与規程」という。）第１１条の規定の適用については、同条第１

項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第６号に該当する扶

養親族に係る扶養手当は、別表第１の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上の職

員に対しては」と、同条第２項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身

障害者 (6) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）」と、同条第３項中「１３，０００円」とあるのは「１１，５００円」と、「と

する」とあるのは「、前項第６号に該当する扶養親族については３，０００円とする」

とする。 

 （令和１０年３月３１日までの間における地域手当に関する経過措置） 

３ 切替日から令和１０年３月３１日までの間における改正後の給与規程第１４条に規定

する別表第２に掲げる地域手当の級地及び支給割合は、次表に掲げる級地及び支給割合

とする。 

 



都道府県 支給地域 級地 支給割合

東京都 特別区 20%級地 20%

神奈川県 横浜市 16%級地 16%

大阪府 大阪市

埼玉県 さいたま市 14%級地 14%

千葉県 千葉市

愛知県 名古屋市

兵庫県 神戸市 11%級地 11%

茨城県 水戸市 9%級地 9%

三重県 四日市市

京都府 京都市

奈良県 奈良市

広島県 広島市

福岡県 福岡市

宮城県 仙台市 7%級地 7%

静岡県 静岡市

栃木県 宇都宮市 5%級地 5%

群馬県 高崎市

岐阜県 岐阜市

滋賀県 守山市

和歌山県 和歌山市

香川県 高松市

北海道 札幌市 3%級地 3%

富山県 富山市

石川県 金沢市

長野県 長野市

岡山県 岡山市

新潟県 新潟市 2%級地 2%

福井県 福井市

徳島県 徳島市

長崎県 長崎市

 備　考　この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和７年４月１日においてそれら
　　　 の名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地
　　　 域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有する
       ものの区域の変更によって影響されるものではない。

 

４ 切替日から令和１０年３月３１日までの間における給与規程第１５条第４項の規定の

適用については、給与規程第１５条第４項中「第１４条」とあるのは「第１４条又は令

和７年３月２４日機構規程（総務）第１１号附則第３項」とする。 

 （切替日前に異動のあった職員等の地域手当に関する経過措置） 

５ 切替日の前日までに改正前の給与規程第１４条第３項に規定する異動等のあった職員

又は同日までに同条第４項の規定により同条第３項の規定による地域手当を支給される

職員との権衡上必要があると認められた職員については、改正後給与規程第１４条第３

項本文中「第１項」とあるのは「第１項又は令和７年３月２４日機構規程（総務）第１

１号附則第３項」と、「から３年」とあるのは「から２年」と、「変更により」とある

のは「変更又は令和７年３月２４日機構規程（総務）第１１号附則第３項で定める級地



の区分及び級地の変更により」と、同項ただし書中「から３年」とあるのは「から２

年」と、同項第１号中「変更」とあるのは「変更又は令和７年３月２４日機構規程（総

務）第１１号附則第３項で定める級地の区分及び級地の変更」と、同項中、「(2) 当

該異動の日から同日以後２年を経過する日までの期間（前号に掲げる期間を除く。） 

異動前の支給割合に１００分の８０を乗じて得た割合 (3) 当該異動の日から同日以

後３年を経過する日までの期間（前２号に掲げる期間を除く。） 異動前の支給割合に

１００分の６０を乗じて得た割合」とあるのは、「(2) 当該異動の日から同日以後２

年を経過する日までの期間（前号に掲げる期間を除く。） 異動前の支給割合に１００

分の８０を乗じて得た割合」として、同条の規定を適用する。 

６ 切替日から令和１０年３月３１日までの間に改正後給与規程第１４条第３項に規定す

る異動等のあった職員又は当該期間に同条第４項の規定により同条第３項の規定による

地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員については、同条第

３項中「第１項」とあるのは「第１項又は令和７年３月２４日機構規程（総務）第１１

号附則第３項」と、「変更により、」とあるのは「変更又は令和７年３月２４日機構規

程（総務）第１１号附則第３項で定める級地の区分及び級地の変更により、」と、同項

第１号中、「変更」とあるのは「変更又は令和７年３月２４日機構規程第１１号附則第

３項で定める級地の区分及び級地の変更」として、同条の規定を適用する。 

 （通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置） 

７ 改正後の給与規程第１８条第４項及び第１９条第３項の規定は、切替日前に新たに職

員となったものにも適用する。 


